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平成２９年度 第２７回大阪市路上喫煙対策委員会 

                      日時：平成３０年１月２６日（金） 

開会 午前１０時００分 

○事務局（日下課長代理）  それでは、お待たせいたしました。定刻が参りました

ので、ただいまから第２７回大阪市路上喫煙対策委員会を開催させていただきます。 

 議題に入りますまでの間、事務局のほうで進行を務めさせていただきます。  

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、環境局事業部事業管理課課長代理の

日下でございます。よろしくお願いいたします。  

 初めに、ただいま御出席いただいております委員の皆様方は６名でございます。 

 大阪市路上喫煙対策委員会規則第３条第２項の規定により、本会は有効に成立して

おりますことを御報告申し上げます。  

 なお、堤委員におかれましては、本日、所用のため御欠席されております。  

 ここで、傍聴者の皆様にお願いいたします。あらかじめ事務局からお配りいたしま

した傍聴要領に従い傍聴いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 また、本日４社が取材に来られており、撮影等を求められておりますが、報道関係

者の皆様には取材に当たりまして会議の進行の妨げにならないよう御協力をよろしく

お願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして大阪市環境局長の北辻より御挨拶を申し上げます。 

○北辻局長  大阪市環境局長の北辻でございます。  

 第２７回大阪市路上喫煙対策委員会の開催に当たりまして、一言、御挨拶申し上げ

ます。 

 本日は御多用の中、委員の皆様方には本委員会に御出席賜りましてまことにありが

とうございます。 

 大阪市の路上喫煙対策につきましては、健康、あるいは防火、防災、まちの美化と
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いった観点から、市民の皆さんが安心して暮らすことのできる安全で快適な生活環境

を確保することを目的といたしまして平成１９年４月に路上喫煙の防止に関する条例

を施行し、市民に路上喫煙をしないよう努力する義務を課しますとともに、現在、御

堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺、都島区京橋地域を禁止地区に指定して、過料

徴収等を行っております。 

 平成２５年６月に当委員会から賜りました御答申で、路上喫煙禁止地区の新たな指

定に係る考え方につきましては、駅周辺や通行者数が比較的多い地域、ＰＲ・抑止効

果などとともに、区の意見を踏まえて総合的に判断されたいという御提言を受け、こ

れまで施策を実施してきておりますが、近年、禁止地区の拡大を求める市民の声が多

く寄せられております。 

 そうした中で、現在、本市におきましては、２０２５年の日本万国博覧会関西誘致

に取り組んでおりますが、これを幅広く国内外にアピールするためにもミナミの玄関

口と呼ばれる戎橋筋・心斎橋筋地域を新たに禁止地区に指定することにより、誘致に

向けての取り組み推進を行いたいというような考え方から、今般、中央区より戎橋

筋・心斎橋筋地域の禁止地区指定の申し出がございましたので、諮問させていただき

たいと存じております。 

 条例の施行から１０年が経過し、東京オリンピック開催を控え、国においても健康

増進法の改正が議論されるなど、喫煙を取り巻く情勢は種々変化をしておりますが、

禁止地区の新たな指定に当たりましてもさまざまな御意見を賜ることができるのでは

ないかと思っております。活発な御審議のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単

ではございますが開会に当たりましての私の御挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。  

○事務局（日下課長代理）  次に、本日、委員の異動もございましたので、ここで

委員の皆様の御紹介をさせていただきます。なお、お名前を紹介させていただきます

ので、御起立の上、一言御挨拶をお願いしたいと思います。 
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 初めに、山西委員長でございます。 

○山西委員長  どうかよろしくお願いいたします。 

○事務局（日下課長代理）  清見委員でございます。 

○清見委員  よろしくお願いします。  

○事務局（日下課長代理）  黒坂委員長代理でございます。 

○黒坂委員  黒坂と申します。どうぞよろしくお願いします。  

○事務局（日下課長代理）  後藤委員でございます。 

○後藤委員  よろしくお願いします。 

○事務局（日下課長代理）  清水委員でございます。 

○清水委員  よろしくお願いします。  

○事務局（日下課長代理）  それから、このたび大阪市ＰＴＡ協議会の藪根委員が

御退任され、その後任として御就任いただきました仁平委員でございます。 

○仁平委員  仁平です。どうぞよろしくお願いいたします。  

○事務局（日下課長代理）  続きまして事務局の紹介をさせていただきます。  

 改めまして環境局長、北辻でございます。 

○北辻局長  どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○事務局（日下課長代理）  環境局事業部長、深津でございます。 

○深津事業部長  深津でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（日下課長代理）  環境局事業部事業管理課長、西尾でございます。 

○西尾課長  西尾でございます。よろしくお願いいたします。  

○事務局（日下課長代理）  本日は中央区役所からも本委員会に出席させていただ

いております。中央区役所副区長、齋藤でございます。 

○齋藤副区長  齋藤でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（日下課長代理）  また、これまで路上喫煙対策にともに取り組んでまい

りました健康局、消防局についても出席させていただいております。  
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 それでは、議事に入ります前にここでお手元にお配りしております資料の確認をさ

せていただきます。 

 初めに、本日の大阪市路上喫煙対策委員会次第でございます。  

 次に、委員名簿と本日の配席図でございます。  

 次に、第２７回大阪市路上喫煙対策委員会資料と記した冊子と、同じく別添資料で

ございます。 

 それからＡ３版の資料といたしまして路上喫煙禁止地区の新たな指定（中央区戎橋

筋・心斎橋筋地域）について諮問の資料でございます。  

 また、条例・規則をまとめた参考資料と、委員の皆様にはたばこ市民マナー向上エ

リア制度応募団体資料もお配りさせていただいております。 

 資料の漏れとかございませんでしょうか。  

 それでは、それ以降の議事につきましては山西委員長に進行をお願いしたいと存じ

ます。委員長、よろしくお願いいたします。  

○山西委員長  それでは、早速審議に入らせていただきます。どうか真摯かつスム

ーズな審議をよろしくお願いいたします。 

 １つ目の議題であります路上喫煙対策に関する取り組み状況について、事務局のほ

うから御報告お願いいたします。 

○西尾課長  西尾でございます。本日はよろしくお願いいたします。  

 それでは、お手元の資料でございますけれども、第２７回大阪市路上喫煙対策委員

会資料と書いておりますものをごらんください。  

 １ページめくっていただきまして、１点目の項目でございますが、路上喫煙対策に

関する取り組み状況についてということで、まず路上喫煙対策のこれまでの取り組み

についてでございますが、網かけの部分でございます。平成１９年４月１日に市民等

の安心安全、快適な生活環境を確保することを目的として防火防災、まちの美化、健

康の観点から大阪市路上喫煙の防止に関する条例を施行いたしました。同年４月２５
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日には、路上喫煙対策委員会を開催していただきまして、路上喫煙禁止地区の指定ま

たは変更もしくは解除について、あるいは路上喫煙の防止の推進に関する重要事項に

ついて調査審議をスタートしていただいたところでございます。  

 平成１９年１０月１日には、路上喫煙禁止地区における過料徴収、１件当たり１，

０００円でございますけれども、これを開始したところです。過料徴収に当たりまし

ては路上喫煙防止指導員、大阪府警のＯＢ１３名で対応しておりますが、これらの指

導員が土曜日、日曜日、祝日もローテーションで対応しておるところでございます。  

 平成２０年度からは、たばこ市民マナー向上エリア制度を開始いたしました。同制

度は地域の市民、事業者等が主体となり、自主的に路上喫煙の防止活動に取り組んで

いただき、その活動に本市が支援、協働し、地域社会におけるマナー意識を高め、安

心安全で快適なまちづくりを進める全国初の取り組みとなりました。現在６９団体の

皆様に御活躍いただいておるところでございます。  

 平成２５年６月１１日には、路上喫煙対策委員会から路上喫煙禁止地区に係る考え

方について答申をいただきまして、最後の行にございますように平成２７年２月１日

に都島区京橋地域を新たな禁止地区に指定し、過料徴収を開始したところでございま

す。路上喫煙対策の取り組みにつきましては以上でございます。  

 続きまして、次のページを御参照ください。 

 路上喫煙禁止地区におけます過料処分件数の推移でございます。  

 平成１９年１０月から過料徴収を開始いたしました。当初は現在に比べ徴収件数が

非常に多かった状況がございます。  

 平成２１年度がピークで、１万１，４１１件の過料徴収がございました。これをピ

ークに経年変化とともに減少傾向にございます。  

 ここ数年は、５，０００件から６，０００件で推移しております。条例の制定、あ

るいは禁止地区の指定によるＰＲ効果や抑止効果が働いているものと考えております。 

 今年度、一番下のほうですけれども、２９年度４月から１２月の実績でございます
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が３，１５４件となってございまして、昨年度の４，５３７件に比べて若干減少して

おります。この部分につきましては、加熱式たばこが非常に普及してきておるという

ことで、新聞報道等によりますとシェアが１５％を超えたというようなことも伝え聞

いておるところでございまして、また我々の大阪府警のＯＢの路上喫煙指導員の日々

の巡回の中でもそうした加熱式たばこを吸っているような状況をよく見かけるという

ような報告も受けているところでございます。そうした状況はございますけれども、

昨年度の同時期比較に比べましてかなり減っている状況、これなかなか分析し切れて

いる状況にはございませんけれども、引き続きどのようになっていくのかという部分

につきまして担当者として注視してまいりたいと考えております。  

 それでは次のページを御参照ください。  

 市内全域におけます喫煙率の定点調査の年度推移の表でございます。一番左側にカ

テゴリーと申しますか、地域別の部分の表示がございまして、一番上の一くくりが禁

止地区ということで７カ所定点観測いたしております。 

 ２つ目のくくりでございますけれども、平成２０年度から取り組んでいただいてお

りますたばこ市民マナー向上エリアの地域、ここが現在５地域ということで、このう

ち２５番と振っておりますところが心斎橋筋商店街・宗右衛門町商店街交差点という

ことで、ここにつきましては今回の諮問に挙げさせていただいております、戎橋筋・

心斎橋筋の新たな指定地域に当たりまして、中央区さんの御意向もありまして、今後

その地域を指定することによってどのように推移していくかということで、中央区さ

んの意向によりまして新たな定点観測ポイントを今年度追加したところでございます。  

 一番下のくくりでございますけれども、上記の禁止地区あるいはたばこ市民マナー

向上エリアの地区以外のいわゆる一般のところの状況でございまして、合計１３カ所

で計測しております。 

 ７カ所と５カ所、１３カ所ということで今年度につきましては２５カ所全体で定点

観測実施いたしました。この表の中でこの定点観測を実施しましたのが平成１９年４
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月の条例開始に向けてですが、平成１８年度に３回定点観測調査をしておりまして、

以降年に１回、定期的に同じ場所で観測させていただいているところでございます。 

 一番上の禁止地区のくくりでございますけれども、条例開始である１９年４月の前

の１８年度分の３回の平均値でございますけれども、２．５７％の路上喫煙率。路上

喫煙率と申しますのが通行者数に対しまして路上喫煙されている方の分を割り戻した

形になっていまして、２．５７％吸われておった状況がございましたけれども、今年

度２９年９月１１日の調査では０．１６％ということで、かなり減少している状況が

見受けられます。 

 続きましてたばこ市民マナー向上エリアの部分ですけれども、同様に１８年度が０．

８１に対して０．１４％、その他以外の上記以外の部分が２．３０％に対して０．３

３％となっておりまして、トータル全地域の平均値ですと、１８年度が１．７７に対

して０．２２ということで、大きく減少傾向があらわれているところでございます。 

 なお、この調査につきましては欄外一番下の米印にございますように１日時間帯を

４区分に分かれまして、１区分当たり１．５時間いうことでトータル６時間の調査と

いうことで、この間実施しているところでございます。そして全体のデータの母数と

しては、平成２９年９月の調査における通行者数につきましては全体で４７万６，０

５７人、それに対しまして喫煙者につきましては１，０６７ということで、１，０６

７人を４７万６，０５７人で割り戻したら０．２２％という状況になっております。 

 喫煙率の調査につきましては以上でございます。  

 続きまして、次ページをごらんください。  

 ただいま御説明させていただきました前のページのデータにつきまして、グラフに

落としたものでございます。１番である禁止地区のグラフ、２番でありますたばこ市

民マナー向上エリアの部分、３番にありますその他の一般の地域の部分ということで。

４番は平均値ということで全域の状況を表示しております。１番、２番、３番ともに

４番も含めてですけれども、平成１９年度の条例制定禁止地域の指定を経まして急激



 

－8－ 

に右肩下がりに減少しております。以降緩やかな減少傾向をたどった後、近年につき

ましてはほぼ横ばい傾向で推移しているところでございます。  

 次ページに移らせていただきます。  

 今回、ちょっと広聴件数についてということで、昨年御提出しておりませんでした

けれども、新たにこのデータを今回表示させていただいております。平成１９年度か

ら２９年度、途中ではありますけど１２月までのいわゆる市民からの広聴件数の受け

付けの推移でございます。１９年度が１５４件、以降１１５、１１２、８２、１１１、

１１５、１０５、１４０、１２１、１５０と推移しておりまして、今年度につきまし

ては４月から１２月の９カ月間ということで１２０件となっておりますが、これを単

純にではありますけれども、１２月分ということで９分の１２ということで掛け合わ

せますと１６０件となりまして、近年、上昇傾向にあるというふうに担当としては思

っておるところでございます。  

 一番下の表でございますけれども、直近３カ年の項目別件数ということで、まとめ

させていただきました。いわゆる禁止地区を増やしてほしいというような御要望のカ

テゴリー、その要望の中身につきましては市内全域を禁止地域にというような御要望、

通学地域をすべきだという御要望、駅前地域あるいは公園、繁華街や商業エリアその

他ということで、小区分ごとの分類も表記させていただきました。  

 次の大きな分類でございますけれども、受動喫煙、喫煙マナーの関係、いわゆるポ

イ捨て等を取り締まるというような、こうした対策という部分での御要望ということ

で、中身的には啓発活動をもっと強化すべきとか、あるいは灰皿を撤去すべき、反対

に灰皿を設置すべきではないかというような小カテゴリーがございます。その他につ

きましては条例による規制の要望とか、路上喫煙対策の強化ということで過料の金額

につきましても１，０００円ではなくてもう少し高額、具体の例では１万円程度にす

べきじゃないかといったような御要望とかもこの間寄せられておるところでございま

す。大きくは２７年度、２８年度、２９年度の１２月までのデータですけれども、そ
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れらの３カ年の広聴を見比べましても大体禁止地区の拡大要望が３割強、合計の部分

で言いましたら３２％ほどになっておりまして、合計４１４件という要望件数に対し

て１３３件、割り戻しますと３２％ということになっておりまして、受動喫煙、喫煙

マナーの関係の御要望１１３件を４１４件で割り戻しますと２７％、その他の部分１

６８件を４１４件で割り戻しますと４１％ということになりまして、ばくっとござい

ますけども３対３対４というような形で意見がこの間寄せられている状況にございま

す。 

 それでは次のページ御参照いただけますか。  

 路上喫煙対策に関しましての今年度の大阪市としての取り組みの状況について御説

明させていただきます。 

 （ア）の部分でございますけれども、プロスポーツ団体とのタイアップによる啓発

活動ということで、昨年度初めて経済戦略局でやっております大阪市との連携協力に

関する包括協定書、これに基づきまして当局、環境局もエントリーさせていただきま

してセレッソ、去年初めてやらせていただいたところであり、昨年に引き続き、セレ

ッソ大阪の選手が出演された啓発ＤＶＤをスタジアム等で放映するような取り組みも

やらせていただいております。今年度は、②の項目ですけれども、同じ包括協定書を

プロ野球のオリックス・バファローズとプロバスケットボールの大阪エヴェッサさん

についても、新たに取り組みを進めさせていただいております。この部分につきまし

て、恐れ入りますが、別綴じの別添資料をごらんください。１枚めくっていただきま

すと、ただいま申し上げましたプロスポーツ団体、セレッソさんとの協定によるＤＶ

Ｄ内の動画映像がこういう形でやっておりまして、真ん中におりますのが路上喫煙の

マスコットキャラクターでありますアカンずきんちゃん、それを両側で有名な選手が

挟んで、路上喫煙をやめましょうと呼びかけている動画映像でございます。そして今、

申し上げましたポスターの関係ではございますけれども、このようにセレッソ大阪、

オリックス・バファローズ、大阪エヴェッサという形で人気のある選手たちが呼びか
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けを行い、注意喚起を図っているところでございます。  

 本編の資料に戻ります。６ページのところですけれども、ポスターの配布先につき

ましてはこのようなことで取り組みをしておりますので御参照ください。  

 次にまいります。 

 旅行者に向けた啓発記事の掲載という部分でございますけれども、この部分につき

ましても昨年度に引き続き対応させていただいていまして、別添資料のほうにもござ

いますように外国語も表記した冊子を御用意させていただいているところでございま

す。また②の部分ですけれども、旅行ガイドブックに路上喫煙禁止地区の記事を掲載

させていただきまして、全国の書店及びコンビニエンスストアにて販売あるいは大阪

市内の主要ホテルや観光案内所など６０カ所で無料配布しているところでございます。 

 ７ページに移らせていただきます。  

 外国人向け啓発記事の掲載ということで、これは新規の取り組みでございます。中

国からの来阪者が非常に多くなっているというような状況もございまして、好時光と

いう訪日中国人向けの雑誌に路上喫煙禁止地区記事を掲載させていただきまして、関

西空港や主要ホテル等１８０カ所以上で無料配布いたしております。配布部数につき

ましては１０万部となっております。  

 ４番でございます。インターネットによる禁止地区の記事を海外向けに発信という

ことで、これも継続事業ということでやっておりまして、この部分につきましても先

ほどの別添資料に、こういう形でインターネットを活用しているということで例示さ

せていただいております。 

 （ウ）のたばこ市民マナー向上エリア関連でございますけれども、一番目の項目、

たばこ市民マナー向上エリア活動団体の活動状況を大阪市のホームページ、アカンず

きんのページでございますけれども、ここに掲載させていただいてございます。ホー

ムページの更新、更新団体数につきましては現在６９団体登録いただいていますけれ

ども、呼びかけを行った結果、１７団体がホームページに活動状況を報告いただいて
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おります。 

 ②のたばこ市民マナー向上エリア交流会でございますけれども、昨年度初めてこう

したマナーエリアの団体さんの交流会を設定させていただきまして、非常に好評でご

ざいました。そういうことで昨年のこの委員会でも清見先生から、西区のお知り合い

の方から非常にええ取り組みやからぜひとも継続してほしいという、背中を押すお言

葉をいただきまして、ぜひともやらせていただくということでお約束させていただき

まして、今年度何とか第２回の交流会を実施することができました。御参加いただき

ましたのが６９団体のうち１３団体でございます。  

 新成人向けの啓発活動につきましても昨年度に引き続き対応させていただきまして、

新成人向けに二十歳になってたばこを吸う方へ、マナーを守りましょうという趣旨を

込めた周知ビラを配布させていただいたところでございます。発行部数につきまして

は１万８，０００部となってございます。  

 続きまして、イベント等への参加による啓発活動ですけれども、これも継続という

ことで、ごみ減量フェスティバル「ガレージセール・イン・ＯＳＡＫＡ ＴＯＷＮ」

あるいは「日本橋ストリートフェスタ」において、キャラクターでありますアカンず

きんちゃんの着ぐるみによる啓発活動や、ティッシュペーパーの配布などによるポイ

捨て防止の呼びかけを行ってきたところでございます。 

 以上、路上喫煙対策に関する取り組み状況につきまして御説明させていただきまし

た。御審議のほど、よろしくお願いいたします。  

○山西委員長  どうもありがとうございます。  

 資料の４ページのこのグラフを見ていただきますと、このような条例の制定から始

まって、さまざまな広報活動等が禁止地区のみならず、それ以外の地域でも大変効果

があらわれているということが、まさに数値化されて出ているかなというふうに思い

ます。いろいろな取り組みをした中でも、取り組みはしたけどもどういう効果が出て

いるのかというのが曖昧としてわからないということは、恐らく行政の立場としては
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非常に予算をつぎ込む以上、効果がきちんと目で見てわかるようにする必要があると

いうところで、この別紙のグラフはまさにそれを実現していて、大変効果が上がって

いる活動ではないかなというふうに考えております。  

 委員の皆様、どうか御質問、御意見ございましたら、よろしくお願いいたします。  

 清見委員、どうぞ。 

○清見委員  交流会の部分ですけれども、今年、たばこの大阪市の南側の組合とし

て、ある女性部の方が参加していただいて、やっぱりこういうのをやっているという

ことで、地域では掃除していますけれども、今回その方が西成区の会長さんでござい

まして、新たに申請したいということで上がっているので、６３件中１３件で数がど

うやねんという話もありますけど、やはり少しずつでも横のつながりが増えていくよ

うになるので、事務局の方にはぜひとも今年もやっていただければと思います。  

○山西委員長  ありがとうございます。  

 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。  

 黒坂委員、どうぞ。 

○黒坂委員  先ほどあった１３団体、非常に御熱心に活動していただいていると思

うのですけれども、その上のホームページの団体数の１７団体と重なるというか、御

熱心なところは非常に御熱心にやっていただいているという状況なのでしょうか。で

きればお聞かせください。 

○西尾課長  おおむねホームページに掲載されておられますところは御団体さんの

活動をよく知らしめたいということで、御参加いただいた１３団体につきましてはお

おむね被っていたように記憶しております。  

○黒坂委員  ありがとうございます。  

○西尾課長  清見先生の部分でございますけれども、ありがとうございます。３０

年度におきましても、引き続き第３回の交流会をやっていきたいと思いますので、よ

ろしく御支援ください。 
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○山西委員長  ほかにございますでしょうか。  

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員  さまざまな啓発活動が成果を上げているということですばらしいなと

思うのですけれども、ＳＮＳとかそういった媒体での方法であるとか、啓発というか

周知なんかはされている、あるいは検討されていますでしょうか。  

○西尾課長  私、ＳＮＳとか、ちょっと苦手な部分がございますけれども、若い人

材を配属いただいていまして、今年の啓発物ですけれども、すみません、別添資料の

２ページなり３ページちょっとごらんいただきたいぼですけれども。ＱＲコードとい

うのですかね。この部分で今まで限られた紙面の中で路上喫煙の禁止地域の図面とか

入れていたわけですけれども、そうした部分をこうしたＱＲコードを使うことにより

まして、必要な情報につきまして、ＳＮＳではないのかもしれませんけれども見るこ

とができるように、そうした部分を若い方々の意見を取り入れる中で今、試行錯誤し

ているところでございます。こうしたＱＲコード、啓発物の中に複数表示することに

よりまして、１つは路上喫煙禁止地域のはっきりした画像が見えるという部分と、あ

とはいろいろ私どもが伝えたい情報とか交流会の皆様方の取り組みの部分があるペー

ジに飛んでいくとかいうこと。表記することによっていろんな膨らみに持っていくこ

とができるのかなと今思っておるところでして、若い職員の意見をどんどん聞かせて

いただき取り入れる中で広がりのある情報提供につなげていきたいと思っておるとこ

ろでございます。 

○山西委員長  清水委員、どうぞ。 

○清水委員  ありがとうございます。  

 今、学生の様子などを見ていますと、ほとんど彼らの情報源というのはツイッター

であるとかインスタグラムであるとか、そういったＳＮＳからの情報入手みたいなと

ころが非常に大きくて、禁止地域のこともそうですし、さまざまな啓発活動にツイッ

ターなんかは非常に拡散力のあるメディアだと思いますので、そういうのを活用して
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いただいて、さまざまな活動団体であるとか商店街さんであるとかそういうところと

連携して情報を拡散していくようなことも若い世代には有効かなというふうに思いま

す。 

○西尾課長  ありがとうございます。私も勉強して追いつくようにやっていきたい

と思っていますので御指導ください。よろしくお願いいたします。  

○山西委員長  ほかにございますでしょうか。御意見、御質問。  

 よろしいでしょうか。 

 それでしたら次に移らせていただきます。  

 議題の第２としてたばこ市民マナー向上エリア制度の活性化について、事務局より

御説明お願いいたします。  

○西尾課長  ありがとうございました。  

 それでは２番目の議題でございますけれども、たばこ市民マナー向上エリア制度の

活性化について御説明させていただきます。８ページをごらんください。  

 初めにですけれども２８年度における活動報告でございますが、この８ページから

１０ページにかけまして年度ごとに御登録いただきました団体様の名称、実施時期や

頻度、活動の内容の表となってございます。年度ごとの登録団体数につきましては２

０年度が２４団体、２１年度が１６団体、２２年度が１７団体、２３年度が１０団体、

２５年度と２７年度がそれぞれ１団体となっておりまして、合計６９団体が登録され

ております。そうした中で９ページの２１年度登録団体の２５番という表記のある御

団体様ですけれども、此花区まちづくり会議様におかれましてはこの間、清掃や啓発

活動に御尽力いただいたところではございますが、構成メンバーの方の一部脱会等も

ございましてこのたび解散されるとの申し出がございました。  

 ８ページにお戻りください。  

 登録されている団体様におかれましては、さまざまな手法や頻度によって啓発や清

掃活動を実施されておられます。本当にありがたく存じます。こうした団体様の活動
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につきましては本市と協定書を結んでいただき、３年ごとに更新することとなってお

りまして、平成３０年度におきましては平成２１年度と２７年度の登録団体様が更新

年に当たっておられます。協定書の更新及び先ほど御紹介しました解散による登録抹

消団体様につきましては本委員会の御承認が必要となっておりますので、この場をお

借りいたしまして御承認賜りたいと存じます。いかがでございますでしょうか。  

○山西委員長  それでは２１年度、２７年度登録団体の継続承認の件については、

皆さん、よろしいでしょうか。  

（異議なし） 

○山西委員長  承認されました。 

  それから退会される此花区まちづくり会議の退会についての承認もよろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

○山西委員長  ２つについては委員会のほうで承認いたします。  

○西尾課長  ありがとうございました。  

 ただいま、２つの案件につきまして御承認いただきましたので、それぞれの団体様

との事務手続を進めさせていただきます。  

 それでは続きまして１１ページを御参照ください。  

 たばこ市民マナー向上エリア制度活動団体の交流会についてでございます。これに

つきまして御説明させていただきます。  

 大阪市では市内で活動されておりますたばこ市民マナー向上エリアの活動団体の交

流を深め、今後の活動の参考にしていただくために、昨年度に引き続き各団体が意見

交換や事例発表していただけるように交流会を実施させていただきました。開催日時

及び場所でございますけれども、平成２９年１０月２日、１４時からこの第１会議室

で開催させていただきました。交流会でございますが、参加団体１３団体御参加いた

だきまして、各団体の平成２８年度における活動報告やスクリーン上で大阪市が行っ
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ている啓発活動や活動団体の活動状況を紹介したところでございます。今回、大阪南

部たばこ商業協同組合女性部様と新大阪アメニティ・ソサエティの２団体に活動の事

例発表をお願いし、清掃や啓発等の熱心な取り組みを紹介していただいたところでご

ざいます。 

 議題についてでございますけれども、たばこ市民マナー向上エリア団体の活動状況

についての報告、これと本年度の本市の啓発活動につきましては、先ほどこの場にお

いて御説明させていただいた内容となってございます。  

 たばこ市民マナー向上エリア団体からの事例報告、２団体、今申し上げました大阪

南部たばこ商業協同組合女性部様と新大阪アメニティ・ソサエティ様の状況につきま

しては次ページ以降に掲載させていただいております。質疑応答でございますけれど

も、たばこ市民マナー向上エリア制度に係る意見交換についてということで、当日質

問・意見の主だったものを若干御紹介させていただきます。公開空地などで灰皿の撤

去が最近多くなっており、ポイ捨てがふえていく傾向になっているということで、個

人的な意見であるが、禁止地区をふやすことは反対であるという意見が出ておりまし

た。 

 一方で、新大阪の北側とかハルカス周辺について禁止地区にしてはどうかというよ

うな御意見もございまして、そうした御意見につきましては当該地域を所管している

区のほうにもお伝えするとお約束させていただきまして、私のほうから担当区にお伝

えいたしました。また主要駅についても禁止地域にしてはどうかということで意見も

ございまして、いろんな御意見をいただいたところでございます。  

 ４番目につきましては交流会場の様子ということで写真、こういう風景の中でパワ

ーポイントを使って御説明いただいております。  

 次のページにまいります。  

 具体的に１点目の大阪南部たばこ商業協同組合女性部様のほうからの御報告としま

して、大阪市南部におけるたばこ店を営む方々、女性が中心となられて現在１６名ほ
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どで御活躍をいただいておりまして、地域に密着し、愛煙家のマナー向上のため清掃

活動等を行っておられます。月に１回おそろいのユニホームを着用していただいて清

掃活動も行っておられるところでございます。１３ページにありますように清掃時に

は携帯灰皿やポケットティッシュを配布してくださいまして、毎年今宮戎で配布する

など地域のイベントにも積極的に御参加し、活動いただいているという報告でござい

ました。 

 １４ページにまいります。 

 ２団体目として新大阪アメニティ・ソサエティ様の活動報告でございます。  

 新大阪駅北側地域の企業や団体でつくる親睦団体、企業町内会ということで御報告

がございました。平成５年に発足されて二十数年間御活躍されておりまして、現在企

業様２５社が参画されて活動されているということで、毎月会費を徴収して運営され

ているというふうに御報告いただいております。地域とともに反映することを基本理

念に、さまざまな社会貢献活動を行っておられるということで、下にありますように

帰宅困難者体験訓練とか絵手紙教室、あるいは異業種交流会ということで、さまざま

な情報交換に努められているという報告でございました。また、たばこ市民マナー向

上エリア団体としての活動ということで１５ページにありますようにクリーンキャン

ペーンもされておりまして、毎月１回新大阪北側の陸橋や歩道、公園の清掃活動を地

元の高校生とともにタイアップして取り組まれておられるとのことでございました。

のぼりの掲出とかティッシュ配布、あるいはたばこマナーについてのアナウンス、街

宣活動というような、そうした取り組みもされていると報告を受けております。  

 次のページにまいりますけれども、こうした長年の取り組みとか積極的な活動につ

きまして、発足当時よりクリーンキャンペーンを継続して実施されているということ

で、平成２８年１０月には淀川区長より感謝状の贈呈を受けられたという報告でござ

いました。 

 １７ページにまいります。  
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 この交流会におきましてアンケートをまた実施させていただいたのでございますけ

れども、アンケート報告につきましては１３団体の方々に御記入いただくということ

で１３団体の中で参加者トータル２３名中１７名の方から貴重な御回答、御意見をい

ただいたところでございます。  

 アンケート結果でございますけれども、交流会についてという項目の中で１点目で

ございますけれども、本市の交流会はよかったと思いますかという問いには１３名の

方がよかったということで御回答いただいてます。２点目の交流会でよかった議題は

何でしょうかという問いの中では、それぞれ表記ありましたけど、一番多くございま

したのが、やはりたばこ市民マナー向上エリア団体の具体事例の発表という形で２団

体様の日々の地道な取り組み、積極的な斬新な取り組みという部分が、やはり同じ志

を持った皆様方にとってはよい事例だということで、我々も取り入れてやっていこう

というような部分で非常に評価が多くございました。一方、大阪市の取り組みは４名

の方に支持いただいておりますけれども、こうした取り組みが、アンケートする中で

大阪市の評価が高くなるように、引き続き努力してまいりますのでよろしくお願いい

たします。 

 ３点目でございますけれども、今後もこのような交流会が開催されるときは参加し

ていただけますかという部分で、これもしたいとお答えいただいたのが１３名という

ことで大部分となっております。  

 ４点目でございますけれども、今後、議題として取り上げてほしい部分があったら

お書きくださいということで、さまざまな御意見がありました。活動資金の確保につ

いての事例ということで、先ほどのアメニティさんでは月会費を２５社から取られて

いることで、当日、先ほどちょっと報告が漏れましたけれども市民団体として活動さ

れているのですけれども、地域にはやっぱり商店とか企業があられるので、そうした

方々とタイアップして、いわゆるポケットティッシュに企業名を入れることによって

賛助会費を取ったらいいかなというような問い合わせにつきまして、私のほうからそ
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れなら問題ないと思いますということで御回答させていただきました。そんなやりと

りもある中で、いろんなお金の問題というのは非常に大事な問題です。大阪市はなか

なか財政難の中で、市民の皆様方の御要望に応える潤沢な支援ができてないのかもし

れません。そういうような中で何とか工夫してもっといいことにつなげていけないの

かなという切実な思いが、こうした議題に取り上げてもらいたいという意見として上

がっていたのかなというふうに受けとめました。 

 あるいは、ほかの部分でございますけれども、受動喫煙の対策とか、健康増進法に

ついてのレクチャーという御要望もございまして、いろんな取り組みについて知りた

いという非常に熱心な御意見であったのかなというふうに振り返っております。 

 次のページでございますけれども、交流会でお気づきの点があったらということで

自由意見について伺ったところ、少しずつでも取り組み内容が前進することを願って

おります。あるいは新大阪アメニティ・ソサエティさんの活動発表が非常によかった

というような御意見、すばらしい情報交流会であったと。今後も今以上の活動に役立

てていきたいと思いますということで、参加もいただけるでしょうし、いろんな御意

見もこれからこの方におかれては言っていただけるのかなというふうに思っておると

ころでございます。 

 あわせまして新型たばこにつきまして、今年もアンケートしたのですけれども、申

しわけございません。昨年の委員会の場で加熱式たばこについて取り上げたところ、

表記が電子たばこということで、清見委員のほうから今日的に電子たばこというのは

品物がまた違うんだということで、加熱式たばこ、あるいは商品名がアイコスなりグ

ロー、プルームテックという具体的な商品名を挙げたほうがわかるということで御提

言いただいていたにもかかわらずこういうことになっています。申しわけございませ

ん。以後気をつけます。新型たばこ、加熱式たばこについて御存じですかという問い

に対しまして、また、街で見かけられたことはありますでしょうかという問いに対し

まして、知っている、街で見かけたこともあるという方が８名、６名ということで、
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非常に多い回答となっております。一方、全く知らない方も２名いらっしゃったとい

うことでアンケートの結果となっております。  

 火を使わず副流煙のほとんど出ない新型たばこ、加熱式たばこであれば路上喫煙を

しても構わないと思いますかという問いについては、思われた方が５名、思わないと

いうのが８名ということになっておりまして、やはり、たばこはたばこと言ったら言

い過ぎかもしれませんけれども思わないと、やっぱりたばこでしょというふうに思わ

れている方のほうが多いのかなというふうな印象を受けました。  

 以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○山西委員長  ありがとうございます。  

 そうしましたら、ただいまのたばこ市民マナー向上エリア制度の活動状況について

何か御意見、御質問ございますでしょうか。  

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員  ありがとうございます。いろんな活動があって、すばらしいなと思っ

たのですけども、この新大阪アメニティ・ソサエティ、このグループで２５社の企業

さんが参加されているということなのですけれども、これは例えば２５社の社員さん

向けに何かこうアプローチをするっていうことも含まれるのでしょうか。それともも

うこの地域での働きかけとか清掃とかいったこと、地域へのアプローチということで

しょうか。 

○西尾課長  お答えいたします。 

 ２５社が連携した取り組みとしまして、対外的にいろいろここにも御報告がありま

すように、地域の高校生とのタイアップによる清掃活動とかいろんな取り組みをなさ

っているのは対外的な部分でございまして、一方で２５社全てのところで社員教育と

いうのが取り組まれているかどうか確認はしておりませんけれども、当日御発表いた

だきました御代表の方の企業様におかれましては、社員教育も一定やっているという

報告を受けておりまして、２５社全てかどうかちょっと確認しておりませんけども、
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やはり意識の高い会社であられますので、内部でのそうした意識統一も図っておられ

ると推測しておるところでございます。  

 以上でございます。 

○清水委員  ありがとうございます。せっかくこういう活動をされていて、すばら

しいなと思うので、対外的な活動と並行して社員の方一人一人の健康意識であるとか、

公共空間でのマナーみたいなところの意識向上みたいなところも一緒に取り組まれた

ら非常に効果も高いと思いますし、そういった取り組みをほかの企業さんがまねてい

ただくとかいうことにも広がるのかなと思いますので、ぜひお願いします。  

○西尾課長  ありがとうございます。本日のこうした委員の先生からの御意見につ

きましても今年度の交流会を実施する中でフィードバックというように、お伝えさせ

ていただきます。今、清水先生のほうから御指摘のあった広がりを持った取り組みを

進めていけるように取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山西委員長  ほかにございますでしょうか。  

 １点、きょうの御報告を聞いていまして、平成２０年度から２３年度までは相当な

数の申し込みがあって承認されているという状況があって、それ以降、あっても年に

１回１つくらい。今年も後の議題で出てきますが２つのところからの申請があるとい

うことで、この制度の実施要綱を見ますと、活動が１０人以上されているところで、

市長に対しての申し込みが必要ということで書かれているのですけど、若干この条例

が制定されて数年間は相当な数があったのに、ここしばらくは非常に少ないというの

は余り認知度がまた下がっているような気もしないでもないのですけども、そのあた

り事務局のほうとしてはこの問題についてはどのようにお考えになっておられますで

しょうか。 

○西尾課長  お答えいたします。 

 ある意味、厳しい御指摘と受けとめました。条例制定後、全国初の取り組みという

形で、我々大阪市として積極的なアプローチを当時はやっていたと思います。一方、
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直近では２５年２７年度に１団体様ずつしか御登録がないということで、今回改めて

２団体に御登録いただいたのですけども、もう少し積極的にいろんな団体にアプロー

チすべきと考えます。今回、新たな禁止地域ということで心斎橋筋・戎橋筋地域を諮

問させていただきまして、そうした新たな動きということもございますので、それを

一つのきっかけと言うのでしょうか、マスコミも取り上げていただいていますので、

そうした状況をチャンスだと受けとめる中で対外的なアプローチを深めていきたいと

思っているところでございます。よろしくお願いいたします。  

○山西委員長  ありがとうございました。ぜひ今回の新たな指定があることをきっ

かけに、また多くの市民の皆さんにこういう制度があるのですよと、市長に申し込ん

でくれたら認められますよというような形での広報等についても、またよろしくお願

いいたします。 

 ほかに委員の皆さん、ございますでしょうか。  

 いいでしょうか。 

 では議題の第３のほうに入らせていただきます。  

 路上喫煙禁止地区の新たな指定、中央区戎橋筋・心斎橋筋地域についてということ

で、大阪市さんのほうから諮問を受けたいと思います。  

○事務局（日下課長代理）  それでは、ただいまから諮問に移らせていただきます。  

 北辻局長には、前へお進みいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 山西委員長、よろしくお願いいたします。 

○北辻局長  路上喫煙禁止地区の新たな指定（中央区戎橋筋・心斎橋筋地域）につ

いて（諮問）表題について大阪市路上喫煙の防止に関する条例第５条第３項の規定に

基づき、貴委員会の意見を求めます。  

 諮問理由。大阪市では、健康、防火、防災、まちの美化の観点から、市民等の安心

安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、大阪市路上喫煙の防止に関す

る条例を平成１９年４月に施行し、市内の道路や公園などの公共の場所では路上喫煙
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をしないよう努力する義務を課すとともに、御堂筋及び大阪市役所、中央公会堂周辺、

都島区京橋地域を路上喫煙禁止地区に指定し、違反者に対しては１，０００円の過料

に処しています。 

 今般、中央区から戎橋筋・心斎橋筋地域を禁止地区に指定したいとの申し出があり

ましたので、路上喫煙禁止地区の指定に当たり、大阪市路上喫煙の防止に関する条例

第５条第３項の規定に基づき、貴委員会の意見を聞くため諮問します。 

 よろしくお願いいたします。  

○事務局（日下課長代理）  どうもありがとうございました。先ほどから、他のビ

ルの電波がちょっと混信しておりまして、お聞き苦しい点がございますことをおわび

させていただきます。 

 では引き続きまして山西委員長に議事の進行をお願いいたします。  

○山西委員長  ただいま、市長代行ということで、局長のほうから路上喫煙禁止地

区の新たな指定（戎橋筋・心斎橋筋地域）についての諮問を受けたところでございま

す。 

 委員の皆様には、これから御検討よろしくお願いいたします。  

 それでは、新たなこの路上喫煙禁止地区の指定について、事務局のほうから御説明

お願いいたします。 

○西尾課長  よろしくお願いいたします。  

 路上喫煙禁止地区の新たな指定（中央区戎橋筋・心斎橋筋地域）について（案）で

ございます。本日は中央区の齋藤副区長にも同席いただきまして御説明いただきたい

と存じます。 

 私からはこのＡ３の資料でございますけれども、Ａ３の資料の１番目、これまでの

取り組みと、２番目でございます「路上喫煙禁止地区」の指定にかかる手続について

御説明させていただきまして、３番の指定に当たっての考え方、今後のスケジュール、

あるいはエリア図という部分での御説明につきまして齋藤副区長から御説明いただき
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ますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、これまでの取り組みでございます。  

 本日の初めの資料の中で説明させていただきましたので、若干省略させていただき

ますが、大事なポイント、４つ目の部分でございますけれども１９年６月２８日に路

上喫煙対策委員会を開催いただきまして、路上喫煙禁止地区の指定について御答申い

ただきました。答申内容についてでございますけれども、地域の指定に当たっての考

え方というのでしょうか、１点目が周囲の市民等に迷惑や危険を及ぼす状況が多く生

じると想定される地域、あるいは通行者数が比較的多い地域、３点目でございますけ

れども、大阪を代表する地域で啓発効果・ＰＲ効果の高い地域、４点目、明確性を確

保できる地域という御答申を賜わりました。そうした部分を受けまして御堂筋、大阪

市役所、中央公会堂周辺を指定に至ったところでございます。  

 そして２７年２月に新たな禁止地域ということで京橋地域を指定したわけですけれ

ども、それに当たりまして２５年６月１１日に路上喫煙対策委員会を開催いただきま

して、路上喫煙禁止地区に係る考え方について御答申をいただきました。  

 内容でございますけれども２点ございまして、１点目が駅周辺や通行者数が比較的

多い地域、ＰＲ・抑止効果などとともに区の意見を踏まえ、総合的に判断されたい。

２点目は、禁止地区の区域（範囲）につきましては、禁止地区の明確性を確保すると

いう考え方を基本に検討・調整されたいという答申をいただきまして、これを踏まえ

都島区、また環境局等でいろいろ受けとめる中で都島区の京橋地域を禁止地区に指定

いただくこととなりました。  

 ２点目でございますけれども路上喫煙禁止地区の指定に係る手続でございます。大

きくは５項目、５つの段階があるかなと認識しております。１点目につきまして、ま

ず先ほどの答申、区の意見を踏まえ総合的に判断ということもございまして、区長が

路上喫煙禁止地区を選定するということ。これにつきましては地元関係団体への説明

や調整を区が担っていただいております。また、意志決定に当たりましては区政会議
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などに諮った上で、区民・事業者の意見をまとめていただいております。今回、後で

副区長のほうから説明がありますが、１２月５日に区政会議を開催されて意見一致を

図って意志決定なさったとのことでございます。  

 ②でございますけれども、大阪市路上喫煙対策委員会の開催、関係局は環境局、健

康局、危機管理室、消防局、また当該区役所となりますけれども、そうした部分で開

催。路上喫煙禁止地区の新たな指定について諮問させていただくということで、本日

の諮問となっておるところでございます。  

 ③でございます。以降、並行的にパブリックコメントを実施させていただきまして、

その集約結果につきましても当委員会のほうに御報告させていただくこととなります。

パブリックコメントにつきましては、事務局であります環境局のほうで対応させてい

ただくこととなっておりまして、予定では２月５日から３月５日、一月間パブリック

コメントを実施し、速やかに集計させていただいた上で当委員会に御報告、進めてい

きたいと考えております。  

 ④でございます。路上喫煙禁止地区の新たな指定について答申いただいた後、速や

かに告示行為に移らせていただくこととなります。  

 ⑤でございますけれども、告知に伴った日時以降、路上喫煙禁止地区指定というこ

とで過料徴収を開始するという運びとなります。２点目の指定に係る手続については

以上でございます。 

 それでは続きの部分につきましては、副区長からご説明していただきます。 

○齋藤副区長  中央区副区長の齋藤でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは３、４、５について一括して御説明申し上げます。  

 まず路上喫煙禁止地区の新たな指定について、２９年１２月５日に私どもの区政会

議のほうで提案させていただいた中身でございますけれども、本文でございます。近

年、大阪には約１，０００万を超える勢いで多くの外国人観光客が訪れています。こ
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のような状況のもと、国際観光都市大阪としてそのイメージアップを図る上で路上喫

煙対策は非常に重要な施策とされています。これまでに戎橋筋、心斎橋筋の各商店街

は市民、事業者が自主的に路上喫煙の防止活動に取り組んでおられるたばこ市民マナ

ー向上エリア制度活動団体を中心に路上喫煙防止に取り組んでこられました。このエ

リアを条例による路上喫煙禁止地区に指定することにより、さらに取り組みを強化推

進し、エリア内の安心安全、きれいなまちづくりを進めてまいりたいと考えています。

一方、現在２０２５年日本万国博覧会（大阪・関西）の誘致に取り組んでおりますが、

これを幅広く国内外にアピールするためにも、ミナミの玄関口と呼ばれる中央区戎橋

筋・心斎橋筋地域を禁止地区指定とすることにより、誘致に向けての推進力になれば

と考えているところであります。以上のことから、中央区戎橋筋・心斎橋筋地域を路

上喫煙禁止地区に指定することについてお願いしたいと考えております。 

 これまでの経過でございますけれども、この話入っていただきまして２９年５月か

ら９月まで約５カ月間、関係団体の意見聴取を進めてまいりました。また９月１１日

には路上喫煙実態調査を行い、また１１月８日には商店会連合会での意見集約、そし

て２９年１２月５日、区政会議において決議をいただいたものでございます。  

 これまでにいただいた関係先や区政会議の場でいただいた意見の主なものでござい

ますけれども、禁止地区に指定することについては総論として概して皆様方賛成でご

ざいます。次に具体的なものとしては、まず戎橋筋地域、心斎橋筋地域を指定しては

どうか。順次指定地域を拡大していくのであれば、次は宗右衛門町等の商店街をお願

いしたい。さらにミナミの商店街の方々からは戎橋筋地域、心斎橋筋地域以外にも禁

止地区指定を希望されている。この場合には表示物や啓発費用とともに新たな喫煙場

所が必要となるのであれば、設置費用や清掃等の維持管理費用を負担いただけるよう

なところから優先的に指定していくことを検討いただきたいとの意見をいただいてお

ります。 

 次に、４、今後のスケジュールにまいりますけれども、本日、路上喫煙対策委員会
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で諮問、審議をしていただき、２月上旬から中央区戎橋筋地域・心斎橋筋地域の路上

喫煙禁止の新たな指定について市民の皆様に広く意見を求めるためパブリックコメン

トを実施したいと考えております。また路上喫煙対策委員会の答申をいただいた後、

９月をめどに告示をさせていただきます。平成３１年２月１日禁止地区指定、過料徴

収開始と進めてまいりたいと考えております。  

 次に５の図面にまいりますけれども、既に禁止地区に指定されておりますのがこの

斜め線になります御堂筋でございます。そこの１本平行して東の通りでございますけ

れども、皆さんよく御存じの長堀橋から戎橋まで通る心斎橋筋と、それから戎橋の橋

の上、それと戎橋筋の商店街、この約１キロを指定してまいりたいと考えております。  

 以上、路上喫煙禁止地区の新たな指定について御説明させていただきました。  

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。  

○山西委員長  どうもありがとうございました。  

 ただいまより質疑応答に移りますが、２月からパブリックコメントを実施される予

定とのことですので、本格的な審議については次回以降とさせていただきたいと思い

ますので、本日は総括的な質問のみをお受けして審議していけばというふうに思って

おります。 

 それでは御意見、御質問等ございますでしょうか。  

 清見委員、どうぞ。 

○清見委員  ２点ございまして、先ほどから資料を御説明いただいてますと、大阪

市民のマナー向上に関しては、ほぼほぼ御理解いただいてるような、減ってきている

というところで、今またなぜ御堂筋を禁止地区に指定して、今後、心斎橋筋を路上喫

煙禁止地区に指定するのかというのが余りわかりにくいということと、今の御説明を

聞きますといわゆる観光客の方に対する啓蒙ということでやるのであれば、やはり路

上喫煙禁止の上にマナー向上、いわゆる今、僕も担当していることもありますのでた

ばこのポイ捨てよりも食べ歩きということで、非常に近隣のたばこ屋さんを含めいろ
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んな方が苦しんでおられるということで、そういうことも含めてマナーを上げていく

中での禁止地区指定という形であれば、多分御理解も得られると思うのですけども、

先にたばこだけがだめということになると、本当に困られている方の市民の生活を安

心にしていくためには少しずれていくので、その辺は御説明いただきたいなというと

こと、２点目は今回の計画において喫煙場所予定地というのが設定されていないので

すけども、前々回１９年６月の答申のときの留意点として喫煙場所を設けることとい

うことで、新たな路上喫煙禁止地区を設定する場合には、喫煙場所を設けるというこ

との留意点の中で、一つ載ってないのはどうなのかなというのと、今回、禁止地区を

指定されるのですけども、いわゆる喫煙者の側から見ますとエスケープゾーンという

ことで、やはり喫煙場所は御堂筋に比べたら明らかに心斎橋筋というのは人がわんさ

かあふれているとこでございますので、入り口と難波と心斎橋の出口２カ所くらいに

は喫煙者に対して啓蒙できるような大きな喫煙所をつくっていただければなというふ

うに思います。 

 あとは、いわゆるこの禁止地区が指定された場合、たばこを吸われる方とかごみを

捨てる方というのは周辺で行かれるので、その辺の方の周辺の店頭灰皿を置いている

たばこ屋さんとかコンビニ、飲食店の方たちの御意見も聞いて、本来であれば多分あ

の人たちは保障が欲しいと言うかもしれないのですけども、喫煙所があれば多分緩和

できるというふうに思いますので、ぜひお願いしたいと思っております。  

 あと、もう一点なのですけども、やはりたばこを吸われる方は大阪市に３１０億円

くらい税金を納めております。大阪市の中で６，０００億円の中での５％くらいは払

っているので喫煙者の、僕らはたばこで規制を打っている場合、何をしてくれてるね

んと言われたときに、やはり立派な喫煙所があれば、ああいうことにも金が使われて

います。大阪市を包括すると一般人も入っているのでなかなか難しいのですけども、

ただ目に見える形のものが何かできるということであれば、喫煙される方も御納得い

ただけるので、今回はぜひ南の玄関口の難波と北の玄関口の心斎橋に喫煙場所を設置
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していただきたいというふうに思っております。  

○山西委員長  ありがとうございます。  

 清見委員からの最初の質問に関しては、まず根本的な問題で今、さらになぜ禁止地

区をという問題ですので、この点については簡単に御説明いただいた上で我々次回以

降委員の中でも詰めて議論したいと思います。  

 それから２番目の喫煙場所の設置を考えているかどうか、この点については現時点

でのお考えをお聞かせいただければと思います。  

○齋藤副区長  わかりました。たくさんいただいたので順番に説明したいと思いま

す。 

 市民マナーの向上と、それから食べ歩きの問題でございますけれども、今回、実は

心斎橋筋と戎橋筋の商店街を指定させていただくのに優先的にと思ったのが、実は商

店街の方が相当ガードマンを日ごろから通行というか警戒していろいろやっています。

その中では例えば当然喫煙についてもいわゆる行政的な過料処分はできませんけれど

も、指導ということで昼間見回っている間に指導もしておりますし、あるいはその食

べ歩きというのも来街の外国人の方、結構いろいろ風習が日本と違うようで、食べ歩

きについてもいわゆる指導していただいていて、そこの中で全面的にこういう喫煙の

マナーあるいは食べ歩きのマナーについてもさらに協力していきたいということでお

っしゃっておられるのが今回、戎橋筋と心斎橋筋を指定させていただいた強い動機に

なっております。 

 それから喫煙場所の問題でございますけれども、実はここの中にも図面にございま

すけれども、私どもといたしましてはこの難波のグリーンガーデンと申しますか、既

に御堂筋の指定されたときにある喫煙場所、これを共用させていただければいいので

はないかというふうに考えておりまして、またこれも商店街の方々あるいは地域の

方々からはむしろたばこを吸う場所を撤去してくれというこの難波のグリーンガーデ

ンのところも撤去してくれというのがここの意見の中では強く出されました。ただ留
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意事項ということで委員会の方々からも御意見いただいておりますとおり、そのあた

りの御説明をいたしましたら、そしたら髙島屋のところを共用でどうかなというよう

な御意見をいただいたところでございます。  

○山西委員長  ありがとうございます。  

 清見委員、きょうのところはこの程度で。  

○清見委員  新たな禁止地区指定に関しては喫煙場所が留意点になっているので、

その辺は遵守していただければと思います。共用ではなくて。  

○山西委員長  ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。  

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員  先ほどの最初の議題のほうで、路上喫煙対策に関する取り組み状況に

ついてということで、定点調査の結果を御説明いただいたのですけども、心斎橋筋と

戎橋はたばこ市民マナー向上エリアに指定されていて、路上喫煙者率がどちらも０．

２％程度ということで、全体を見るとそれほど高いほうではないのかなという感じが

するのですけども、もちろん観光客も多いということでＰＲ効果みたいなところはも

ちろんあるのかなと思うのですが、抑止効果であるとかそのあたりはどういうふうに

整備されているのかお聞きしたいのですけども。 

○齋藤副区長  最初の指定のときの説明にもさせていただいたように、ここはたば

こ市民マナー向上エリア制度のいわゆるかっちりしたエリアでございますし、また何

度も申し上げて恐縮でございますけども戎橋筋と心斎橋筋の商店街については日常的

にいわゆる警備員が巡回しておりまして、そこの中でたばこを吸っている人について

は注意をするというか、できるだけやめてくださいというような協力を求める。  

 一方で、今回、定点調査でお願いしたところでありますと、心斎橋の商店街と宗右

衛門町の商店街の交差点については現在０．２４ということで、ほかの地域に比べま

すと平均若干上回っておりますけれども、このあたりについては結構たばこを吸われ

ておりますし、また戎橋の橋の上ですね、いわゆるアーケードのないところについて
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は、実は橋の目地の間にたくさんの吸い殻が突っ込まれてごみだらけというか道路に

出ているわけじゃないのですけど目地のところにたくさんのたばこが突っ込まれてい

るということを見ると、たくさんの喫煙者があそこでたばこを吸っておられるのかな

というふうにも考えております。  

 そういうことで今回は一つはシンボリックな場所としていわゆる戎橋、ミナミの玄

関の花道というんですか、ミナミの花道といいます戎橋、それとシンボリックな場

所・心斎橋ということで外国人観光客についても今回は４カ国語で表示をさせていた

だいたことを考えております。  

 以上でございます。 

○山西委員長  ほかに御質問、御意見ございます。  

 黒坂委員、どうぞ。 

○黒坂委員  済みません。先ほど４カ国語での表示というふうにおっしゃったので

すけれども、禁止地区はこちらのほうにも書いていますように、答申の中で明確性を

確保ということですが、どのような表示を考えておられるのか、もう少し具体的に教

えていただければと思います。 

○齋藤副区長  実は戎橋筋も心斎橋筋もアーケードがありまして、アーケードの柱

のところに一つは自転車乗ったらあかんというのとか、それから３つ表示があるんで

す。それと同じような形で合わせたデザインで、４つ目の表示がここがいわゆる路上

喫煙禁止地区やというような形で、戎橋・心斎橋の商店街の方々からも役所がつくっ

ているような看板はやめてくれと、各々の商店街の意匠があるんですけれども、それ

に合わせた表示をしてくれというようなことをかなり言われております。  

 また、心斎橋筋のほうについてはアーケードがありますのでバナー広告というかバ

ナーで上からぶら下げてもいいよということで。ただ戎橋筋のほうで難しいのは、歩

いていただいたらおわかりになりますけども、実は打ち出の小づちとかえびたんとか

いろいろなものが上にぶら下がっているんです。そやからバナー広告はちょっと戎橋
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のほうは協力しにくいということと、それからこれについてはアーケードがある通り

ですから放送もできますので、放送についてもまた協力していただけるというような

答えをいただいております。 

○黒坂委員  ありがとうございます。ぜひ周知徹底していただいて、特に過料なん

かの明記は考えておられますでしょうか。ぜひ周知徹底お願いいたします。  

○山西委員長  ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。  

 よろしいでしょうか。 

○清見委員  新聞報道ではこれと同じように梅田と阿倍野も今後指定地域にされる

予定なのでしょうか。 

○西尾課長  お答えいたします。 

 新聞報道でそのように表示になっているのですけども、もともと本委員会の過去に

提出した資料で、梅田の天神橋筋という表現も出ていたと思うのですけれども、それ

らの地域は今、先ほど紹介しましたたばこ市民マナー向上エリア団体の地域に登録も

いただいていまして、記者さんが各区へ問い合わせをする中で、そうした経過をお答

えになっていた部分が記事になっているのかなと思います。具体的にどの区でどのよ

うな場所が検討されているのかについては、この場での説明を控えさせていただきま

す。地元との調整を優先的にしなければいけませんので。禁止地域にしてほしいとい

う意見と、してほしくないという意見がありまして、現在、地域住民の方とかいろん

な商店街さんとか事業主さんとの丁寧な意見交換をそれぞれの区でされているところ

です。 

○清見委員  ちょっと新聞の表現が、この流れで禁止地区指定になってしまうみた

いな見え方がしたので。わかりました。 

○山西委員長  ほかに。どうぞ、清水委員。 

○清水委員  先ほど私が質問した点についてなのですけれども、理解としては商店

街の方が自分たちで費用負担されてガードマンを雇用されていると、その方々が通行
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人の方を指導された結果、それほど目立って高い路上喫煙者率ではなくなっていると、

そういう理解でいいのでしょうか。 

○齋藤副区長  その要素もございますけど、実は平日あるいは日曜日土曜日、心斎

橋筋と戎橋筋を歩いていただくと、人がわんさかいて、たばこを吸えるような状況じ

ゃ今ないんですよね。唯一、戎橋の上がいわゆる道幅が広くてアーケードがないから

何となくたばこ吸う場所にはなるのですけれども。心斎橋筋と宗右衛門町の交差点の

ところもまだアーケードがちょっとないところなのでそういう感じで。あと戎橋筋、

つまり髙島屋の前からユニクロの前まで歩かれるということになってきたら相当の人

の波で、それも平日も朝の９時くらいから、そういうことで喫煙率が低いんじゃない

かなというふうな要素も考えられます。  

○西尾課長  蛇足ではございますけれども、先ほどの本編資料の８ページちょっと

ご覧いただけますでしょうか。マナーエリア団体の活動状況ですけれども、８ページ

をごらんください。左側に番号を打っているのですけれども１４番と１５番がまさし

く心斎橋筋商店街様、戎橋商店街様の取り組みということで、非常に密度の濃い取り

組みをやっていただいている状況にございます。毎週金曜日には有志による商店街内

パトロール、マナー違反への声かけ。毎日されている取り組みは１時半から１０時半

に制服警備員によるパトロール、マナー違反者への声かけ。月１回程度、年間１０回

程度で街頭にて啓発活動、ティッシュ配布などを取り組まれておられるのが心斎橋筋

様。戎橋筋様におかれましては、５月、１０月、１１月等に計５回ということで清掃

活動もやられていまして、街路灯にのぼりも設置されて通年御対応いただいていると

いうことで、現時点でもたばこ市民マナー向上エリア団体という取り組みの中で積極

的な活動もなさっておられます。そして先ほど副区長のほうからも御説明がありまし

たけれども、アーケードという非常に特性がある中で視覚的効果を狙った意匠、それ

らの商店街におけるデザインの統制とかも図った中で新たな展開、放送設備も活用で

きるということで啓発手法を検討されています。これまでは御堂筋及び中之島周辺に
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おいては青天井の世界の中で、放送がなかなかできないという状況でしたが、今、副

区長のほうでアプローチというか地元と調整されているということで、放送というの

は非常に有効な手段なのかなというように事務局としても期待しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○山西委員長  どうぞ。 

○齋藤副区長  ちょっと先ほどの説明で間違っておりましたので、おわびと訂正さ

せていただきます。 

 心斎橋の商店街のほうがバナーがだめで、戎橋のほうが協力していただけるという

ようなことを聞いております。失礼いたしました。  

○山西委員長  あと、御質問、御意見ございますでしょうか。 

 今日のところはこの程度でいいですか。  

 次回、パブリックコメントの内容も踏まえた上で、清見委員から提案のありました

根本的な問題に関しても中身のある議論をしていきたいと思います。また前回、京橋

地区のときには現場の確認も委員のメンバーでさせてもらいましたけれども、今回も

必要があればそういう機会も設けさせてもらった上で、現場も見た上でどうするかと

いう我々の意見をまとめていくための審議をしていきたいと思いますので、どうか引

き続きよろしくお願いいたします。  

 それでは、議題の４番目としまして、たばこ市民マナー向上エリア制度の活動団体

について新規に応募団体があったようですので、審議したいと思います。  

 この案件につきましては応募団体の個人情報も含めて審議していただくことになり

ますので、申しわけありませんが非公開ということで行いたいと思います。事務局の

ほうからこの非公開公開についての大阪市の指針について御説明いただけますでしょ

うか。 

○西尾課長  御説明させていただきます。  
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 それでは参考資料をお手元にとっていただきまして、恐れ入ります。クリップをお

外しいただけますでしょうか。この中にあります一番後ろに綴じている資料でござい

ますけれども、審議会等の設置及び運営に対する指針、抜粋でございますけれども解

釈・運用の手引きをごらんください。１枚めくっていただきますと枠囲いがございま

す。１番、会議の公開基準というのがございまして、これによりまして会議は公開す

るものと規定されております。しかしながら、２ページ、ちょっと次のページをめく

っていただきたいのですけれども、ここにあります枠囲い（１）のアの規定によりま

して、個人に関する情報がある場合は除くということになりまして、非公開とする必

要がございます。たばこ市民マナー向上エリア制度につきましては、申請書等により

活動参加者の名簿を資料提供の上、御審議いただくことになりますので、このいわゆ

る個人情報に該当する情報があるということで、この案件につきましては非公開とい

うことでお願いをしたいと存じます。  

 以上でございます。 

○山西委員長  ありがとうございました。それではこのたばこ市民マナー向上エリ

ア制度の応募団体との審議につきましては、非公開の取り扱いとしたいと考えますが、

御異議ございますでしょうか。  

（異議なし） 

○山西委員長  よろしいですか。ありがとうございます。  

 それでは非公開の取り扱いとし、公開での委員会はこれをもって終了いたします。  

 傍聴者の皆様におかれましては、申しわけありませんが御退席お願いいたします。  

 

《非公開》 


